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令和５年度白河市健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並び

にその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、その結果についての意見

を次のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年度白河市健全化判断比率意見書 

 

 

１ 審査の対象 

 令和５年度白河市の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

２ 審査の期間 

 令和６年７月２６日から令和６年８月１９日まで 

 

３ 審査の概要 

審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載 

した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

４ 審査の結果 

（１）総合意見 

 審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、 

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

（単位：％） 

区   分 令和５年度 令和４年度 比較増減 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 － － － 12.60 20.00 

連結実質赤字比率 － － － 17.60 30.00 

実質公債費比率 8.3 8.6 △0.3 25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 43.5 44.5 △1.0 350.0 － 

 

※１ 「－」は、実質赤字額及び連結赤字額が生じないため、比率が表示されない。 

※２ 早期健全化基準及び財政再生基準は、総務省が示すものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1- 



（２）個別意見 

 

○実質赤字比率について 

 令和５年度の決算に基づく実質赤字比率については、実質赤字額が無いため、算定さ

れない。 

 

 

○連結実質赤字比率について 

 令和５年度の決算に基づく連結実質赤字比率については、連結実質赤字額が無いため、

算定されない。 

 

 

○実質公債費比率について 

 令和５年度の決算に基づく実質公債費比率は、３カ年平均で 8.3％となり、前年度に

比して 0.3 ポイント減少し改善が見られるが、引き続き財政健全化に取り組み、更なる

改善に努められたい。 

 

 

○将来負担比率について 

 令和５年度の決算に基づく将来負担比率は 43.5％となり、前年度に比して 1.0 ポイン

ト減少し改善が見られる。引き続き公債費等の負担低減を図り、比率の改善に努められ

たい。 
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令和５年度白河市資金不足比率審査意見書 

 

 

１ 審査の対象 

 白河市水道事業会計 

 白河市工業用水道事業会計 

 白河市下水道事業会計 

 白河市地方卸売市場特別会計 

 

 上記各公営企業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。 

 

２ 審査の期間 

 令和６年７月２６日から令和６年８月１９日まで 

 

３ 審査の概要 

 審査は、提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が 

適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

４ 審査の結果 

（１）総合意見 

 審査に付された各公営企業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 
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審査対象の資金不足比率は、次のとおりである。 

 

○資金不足比率 

（単位：％） 

区   分 令和５年度 令和４年度 経営健全化基準 

水道事業会計 － － 20.0 

工業用水道事業会計 － － 20.0 

下水道事業会計 － － 20.0 

地方卸売市場特別会計 － － 20.0 

 

※１ 「－」は、資金不足額が生じないため、比率が生じないことを示す。 

※２ 経営健全化基準は、総務省が示すものである。 

 

 

（２）個別意見 

 

○資金不足比率について 

 前記会計において、令和５年度の資金不足は無く、資金不足比率は算定されない。 

 なお、事業の推進に当たっては、自主財源の確保に努めるとともに、限られた財源の

効率的・効果的な運用を念頭において、安定した事業経営に努められたい。 
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算        　　 　式

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

連結実質赤字額

標準財政規模

　　（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－
　　　　　　（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

　　将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等
に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

公営企業会計の資金の不足額

公営企業会計の事業の規模

   （参考資料）

地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規
模(通常の行政サービスを提供する上で必要な一般財源）に対する割合で表したもの。

　○早期健全化基準：12.60％（標準財政規模により算定）

①

　○財政再生基準　 ：20.0  ％

×１００

③

②

地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で
表したもの。

　○早期健全化基準：25.0％

　○財政再生基準　 ：35.0％

下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規
模に対する割合で表したもの。

　○早期健全化基準：17.60％（標準財政規模により算定）

　○財政再生基準　 ：30.0  ％

×１００

×１００

基準比率以上となった場合の対応用　　　語

⑤

④ 地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割
合で表したもの。

　○早期健全化基準：350.0％

　○財政再生基準　 ：なし

将 来 負 担 比 率 ×１００

×１００

－5－

　○資金不足比率（上記の⑤）が経営健全化基準以上の場合には、『経営健全化計画』を
　　　定めなければならない。

経 営 健 全 化 計 画

令和5年度　健 全 化 判 断 比 率 等 の 概 要

用　　　語

実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率
（ ３ ヵ 年 平 均 ）

　○健全化判断比率（上記の①～④）のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、
      『財政健全化計画』を定めなければならない。

　○再生判断比率（上記の①～③）のうちいずれかが財政再生基準以上の場合には、『財
　　　政再生計画』を定めなければならない。

財 政 健 全 化 計 画

財 政 再 生 計 画

公営企業の資金の不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の
度合いを示すもの。

　※事業規模＝営業収益の額－受託工事収益の額

　○経営健全化基準：20.0％

資 金 不 足 比 率


